
(証券ｺｰﾄﾞ：1782)

平成27年６月５日

株 主 各 位

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地

代表取締役社長 佐 川 藤 介

第71回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第71回定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する

参考書類」をご検討いただき、同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご表示、

ご押印のうえご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成27年６月24日（水曜日）午前10時
２．場 所 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50番地

ホテルハワイアンズ コンベンションホール 「ラピータ」
会場が昨年と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参
照のうえ、お間違いのないようお願い申し上げます。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第71期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事

業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

２．第71期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計
算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第５号議案 補欠監査等委員である取締役１名選任の件
第６号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
第７号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬額

設定の件
第８号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

各議案の概要は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」
に記載のとおりであります。

以　上
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◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいますようお願

い申し上げます。

◎株主総会招集ご通知提供書面のうち、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表に

つきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(アド

レス　http://www.jobankaihatsu.co.jp)に掲載しておりますので、本提供書面には記載してお

りません。したがって、本招集ご通知に含まれる連結計算書類及び個別計算書類は、会計監査

人が会計監査報告書を、監査役が監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査をした連結計算

書類及び計算書類の一部であります。

◎事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブ

サイト(アドレス　http://www.jobankaihatsu.co.jp)に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、消費税増税の反動や輸入物価

の上昇により個人消費が低調に推移したものの、政府の経済・金融政策を

背景に円安や株高が進み、企業収益や雇用環境の改善が見られ、緩やかな

回復基調で推移いたしました。

当社グループと関係が深い建設業界、特に東北地方の被災地におきまし

ては、引き続き建設資機材価格の高止まりの影響や人手不足による労務費

の上昇傾向が続くものの、公共事業を中心とした震災復興関連需要等に支

えられ、総じて堅調な受注状況で推移いたしました。

このような環境下で当社グループは、第８次中期経営計画の最終年度目

標を達成するために、当計画を着実に実行し、地域再生に向けて震災から

の復興に貢献すべく、総力を挙げて業務に取り組んで参りました。

この結果、当連結会計年度の受注高につきましては、前連結会計年度比

17.5％増の222億50百万円（うち単体受注高は前期比19.6％増の145億56百

万円）となりました。その内訳は、建築事業63.9％、土木緑地事業22.7％、

環境関連事業7.9％、不動産事業1.3％、その他事業4.2％であります。

受注の主なものは、いわき市：市立総合磐城共立病院新病院建設工事、

福島県：沼ノ内海岸堤防災害復旧工事、いわき市：松ヶ岡公園整備工事、

いわき市：北部清掃センター関連放射能分析業務等であります。

また、売上高につきましては、前連結会計年度比13.3％増の185億７百万

円（うち単体売上高は前期比17.7％増の114億55百万円）となりました。そ

の内訳は、建築事業56.2％、土木緑地事業23.9％、環境関連事業13.2％、

不動産事業1.6％、その他事業5.1％であります。

  売上の主なものは、双葉郡広野町：災害公営住宅広野原団地建築工事、

福島県：南横手地区林地荒廃防止施設災害復旧工事、福島県：県道いわき

石川線公共災害復旧工事等であります。

翌連結会計年度への繰越高は、前連結会計年度比45.9％増の119億２百万

円（うち単体繰越高は前期比45.5％増の99億10百万円）となりました。

利益につきましては、経常利益は、前連結会計年度比32.9％増の14億66

百万円（うち単体経常利益は前期比25.2％増の10億21百万円）、当期純利

益は、前連結会計年度比22.6％増の８億51百万円（うち単体当期純利益は

前期比26.4％増の６億51百万円）となりました。
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                     企業集団の受注高･売上高･繰越高        (単位：百万円)

区 分 前期繰越高 当期受注高 当期売上高 次期繰越高

建 築 事 業 5,081 14,213 10,393 8,902

土木緑地事業 2,225 5,045 4,427 2,843

環境関連事業 851 1,757 2,452 156

不 動 産 事 業 － 288 288 －

そ の 他 事 業 － 945 945 －

合 計 8,159 22,250 18,507 11,902

②　設備投資の状況

当連結会計年度に実施いたしました設備投資総額は71百万円であり、そ
の主なものは、遊休社有地を活用した小規模な太陽光発電設備の設置や測
定分析装置・車両の購入等であります。

③　資金調達の状況

資金の調達につきましては、特記すべき事項はありません。

(2) 企業集団の直前３事業年度の財産及び損益の状況

区　　分
第68期

(平成24年3月期)
第69期

(平成25年3月期)
第70期

(平成26年3月期)

第71期
(当連結会計年度)
(平成27年3月期)

受 注 高 (百万円） 17,218 15,382 18,940 22,250

売 上 高 (百万円） 15,518 14,627 16,332 18,507

経 常 利 益 (百万円） 695 851 1,103 1,466

当 期 純 利 益 (百万円) 427 456 694 851

１株当たり当期純利益 (円) 54.49 58.20 88.46 108.46

総 資 産 (百万円） 11,359 10,708 11,766 12,936

純 資 産 (百万円） 2,240 3,205 3,693 4,672

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議決権比率

主 要 な 事 業 内 容

株式会社ｼﾞｪｲ･ｹｲ･ﾘｱﾙﾀｲﾑ 30百万円 98.00％
電気設備工事関連事業
警 備 保 障 事 業
住 宅 関 連 事 業

地質基礎工業株式会社 33百万円 98.48％ 地 質 調 査 関 連 事 業

株式会社茨城ｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 20百万円 98.00％ 電 気 通 信 工 事 関 連 事 業

株式会社常磐ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 20百万円 98.00％ 機 械 器 具 設 置 工 事 関 連 事 業

－ 4 －



(4) 対処すべき課題

今後のわが国経済は、個人消費に弱さが見られるものの、政府の各種経済

政策を背景に、企業収益や雇用・所得環境の改善等により、引き続き緩やか

な景気回復が続くものと予測されます。

当社グループを取り巻く経営環境につきましては、前連結会計年度に続き、

建設需要の拡大に伴う資機材価格や労務費の高止まりの影響等があるものの、

社会インフラの改修整備を含めた震災復興需要等の公共投資や企業収益が改

善する中での民間設備投資に支えられ、堅調な受注環境が続くものと予測さ

れます。

このような状況の中で当社グループは、これらの経営環境と第８次中期経

営計画の達成状況を踏まえ、平成27年度から平成29年度までの新たな第９次

中期経営計画を策定いたしました。

平成27年度からの３年間は、中長期的な将来を見据えた経営戦略の構築を

図り、事業構造の充実と転換に取り組みながら、引き続き国土復興・地域再

生の担い手として主体的に尽力し、力強く企業継続に向けて努力いたします。

　その重点項目は、

　１．建設事業の強化と環境事業の再構築を図る。

　２．営業機能の強化を図る。

３．競争力のアップを図る。

　ことであり、これら重点項目を受けて今年度の経営方針として

　１．国土復興、地域再生のために総力を挙げて取り組み、将来を見据えて

建設事業の強化（建設インフラ事業への取り組み・施工体制強化）と環

境事業の再構築（維持・拡大）を図る。

　２．中長期的な受注環境に対応すべく、営業エリアを見直し、営業機能の

強化を図る。

　３．人材育成を重視し、無事故・無災害の達成、ＢＰＡサービスのレベル

向上、内部統制システムの充実、トータルコストの縮減を図る。

を掲げました。

　建設事業と環境事業を主体とする当社グループは、地球環境への配慮をし

ながら、業をもって社会（顧客）に貢献すべく、おのおのが使命感と責任感

をもって業務に邁進して参ります。

　それがひいては、常に顧客から選択される企業グループとして、投資いた

だいている株主の皆様の付託に応える道だと考えております。

　株主の皆様におかれましては、当社グループの取り組みの趣旨をご理解の

うえ、今後ともなお一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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(5) 主要な事業内容（平成27年３月31日現在）

事業セグメント 事　業　の　内　容

建 築 事 業

娯楽・宿泊施設、教育・文化施設、医療・福祉
施設、工場、店舗、事務所、住宅等
上記建築工事の設計、施工及び請負
電気通信設備等工事の設計、施工及び請負
機械器具設置・運搬設備工事等の設計、施工及
び請負

(融合事業)
土壌の汚染調査及び
改良工事等の設計、施
工及び請負

アスベストの調査及
び除去工事の設計、施
工及び請負
 
浄排水処理施設の設
計、施工、請負及び維
持管理

焼却炉解体工事の設
計、施工及び請負並び
にそれに伴うダイオ
キシン類の測定分析

土木緑地事業

土地造成、道路、道路施設、上・下水道、トン
ネル、橋梁、河川整備、農地整備、法面保護、
造園、植栽等
上記土木緑地工事の設計、施工及び請負
地質調査・測量・設計業務の請負

環境関連事業

環境関連測定分析、環境影響調査、作業環境測
定、燃料分析、水質分析・検査、食品衛生検査、
放射線・放射能に係る測定分析業務
ビル管理、電気・空調・給排水・衛生設備維持
管理
産業廃棄物中間処理

不 動 産 事 業 不動産の販売、仲介及び賃貸

そ の 他 事 業 警備保障全般、資格取得支援事業

(6) 主要な営業所及び事業所（平成27年３月31日現在）

当　　　　社

本　社 福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地

支　店 東京（東京都中央区）

営業所 茨城（茨城県北茨城市）

事業所
超微量化学物質分析センター（福島県いわき市）

資源科学センター（福島県いわき市）

株式会社ｼﾞｪｲ･ｹｲ･ﾘｱﾙﾀｲﾑ
(子会社)

本　社 福島県いわき市常磐湯本町宝海127番地の１

支　店 茨城（茨城県北茨城市）

地質基礎工業株式会社
（子会社）

本　社 福島県いわき市内郷御厩町３丁目163番地の１

支　店
郡山（福島県郡山市）

水戸（茨城県水戸市）

株式会社茨城ｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
(子会社)

本　社 茨城県北茨城市中郷町日棚783番地の16

株式会社常磐ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
（子会社）

本　社 福島県いわき市内郷白水町浜井場１番地

 （注）当社は平成27年４月１日付で、福島県双葉郡広野町に双葉営業所を開設いたしました。

(7) 使用人の状況（平成27年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

375（228）名 1名減（10名増）
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②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

194（71）名 4名増（増減無） 45.6歳 17.3年

 （注）上記①、②の使用人数は就業員数であり、臨時員は（　）内に年間の平均人員を外数で

記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成27年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 常 陽 銀 行 475百万円

株 式 会 社 東 邦 銀 行 354百万円

株 式 会 社 秋 田 銀 行 290百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 155百万円

株 式 会 社 大 東 銀 行 140百万円

株 式 会 社 筑 波 銀 行 131百万円

株 式 会 社 福 島 銀 行 94百万円

株 式 会 社 七 十 七 銀 行 90百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

２．会社の現況
(1) 株式の状況（平成27年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 29,000,000株
②　発行済株式の総数 7,850,000株（自己株式3,449株含む）
③　株主数 805名
④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

常 磐 興 産 株 式 会 社 1,000千株 12.74％

株 式 会 社 常 陽 銀 行 390千株 4.97％

株 式 会 社 東 邦 銀 行 390千株 4.97％

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 390千株 4.97％

常 磐 共 同 ガ ス 株 式 会 社 300千株 3.82％

株 式 会 社 秋 田 銀 行 250千株 3.19％

佐 藤 一 孝 245千株 3.12％

常 磐 開 発 従 業 員 持 株 会 228千株 2.91％

松 井 証 券 株 式 会 社 207千株 2.64％

ﾊﾟｰｼﾝｸﾞﾃﾞｨｳﾞｨｼﾞｮﾝｵﾌﾞﾄﾞﾅﾙﾄﾞｿﾝﾗﾌｷﾝ
ｱ ﾝ ﾄ ﾞ ｼ ﾞ ｪ ﾝ ﾚ ｯ ﾄ ｴ ｽ ｲ ｰ ｼ ｰ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｲ ｼ ｮ ﾝ

192千株 2.45％

（注）持株比率は自己株式(3,449株)を控除して計算しております。
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(2) 新株予約権等の状況（平成27年３月31日現在）
①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況
  該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約
権の状況

  該当事項はありません。

(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成27年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 佐 川 藤 介

常 務 取 締 役 大 原 弘 彰

常 務 取 締 役 薄 井 岩 夫 建築本部長

常 務 取 締 役 高 木 純 一 営業本部長

取 締 役 大 方 俊 吾 環境本部長

取 締 役 木 田 政 伴 土木緑地本部長兼営業部長

取 締 役 小 磯 　 徹 管理本部長兼経営管理室長

監 査 役 小 室 真 一 常勤

監 査 役 鈴 木 和 好 常磐興産株式会社常勤監査役

監 査 役 遠 藤 和 吉 株式会社常磐製作所代表取締役社長

監 査 役 豊 田 和 夫
常磐興産株式会社常務取締役
ﾚｼﾞｬｰﾘｿﾞｰﾄ事業本部管掌兼社長室管掌

（注）１．平成27年４月１日付で、取締役の担当等に次の変更がありました。

新 役 職 氏  名 旧 役 職

取 締 役 管 理 本 部 長 小 磯 　 徹
取 締 役 管 理 本 部 長
兼 経 営 管 理 室 長

　　　２．監査役鈴木和好氏及び豊田和夫氏は、社外監査役であります。

　　　３．監査役小室真一及び鈴木和好氏は、以下のとおり財務及び会計に関する相当程度の知

見を有しております。

　　　　　常勤監査役小室真一は、当社の経理部門に長年にわたって在籍し、責任者として決算

手続きならびに財務諸表等の作成に従事しておりました。

　　　　　監査役鈴木和好氏は、常磐興産株式会社の内部監査部門や同グループ数社の会計監査

に従事しておりました。

　　　４. 当社は､ 監査役鈴木和好氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し､ 

同取引所に届け出ております。
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②　取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

9名
(0)

89,880千円
(0)

監 査 役
（ う  ち  社  外  監  査  役 ）

4名
(2)

9,870千円
(1,500)

合 計 13名 99,750千円

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておらず、第64

回及び第69回定時株主総会でご承認いただいている業績連動報酬額（取締役７名に対

し24,060千円）が含まれております。

　　　２．当事業年度末現在の取締役は７名であります。上記の取締役の支給人員と相違してお

りますのは、平成26年６月27日開催の第70回定時株主総会終結の時をもって退任した

取締役が２名含まれているためであります。

③　社外役員に関する事項
(ⅰ)他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他

の法人等との関係
・監査役豊田和夫氏は、常磐興産株式会社の常務取締役を兼任しており

ます。なお、当社と同社との間には建設工事に係る受発注等の取引関
係があります。

(ⅱ)他の法人等の社外役員の兼任状況及び当社と当該他の法人等との関係
・該当事項はありません。

(ⅲ)当事業年度における主な活動状況
・取締役会及び監査役会への出席状況

区 分
取締役会（14回開催） 監査役会（10回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

監 査 役 鈴 木 和 好 7回 50.0％ 9回 90.0％

監 査 役 豊 田 和 夫 8回 57.1％ 9回 90.0％

・取締役会及び監査役会における発言状況
    監査役鈴木和好氏及び豊田和夫氏は、主に社外監査役としての公正
的見地から、取締役会及び監査役会において、意思決定の妥当性・適
正性を確保するための発言を行っております。

④　社外取締役を置くことが相当でない理由
　　当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の強化の
　ために、社外取締役の導入が有効な手段と考え、かねてより、事業特性の
　理解と一定の独立性を有する社外取締役を導入すべく人選を進めて参りま
　した。しかしながら、昨年開催の第70回定時株主総会では、適任者を選出
　できず、当事業年度末において社外取締役を置いていない状況にあります。
　　当社は、今般の会社法改正により、選択が可能となった監査等委員会設
　置会社に移行し、適任と判断した新任候補者とこれまで客観的に中立の立
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　場で経営監視機能を十分果たしてきた実績を有する現任の社外監査役を監
　査等委員である社外取締役候補者とする議案を本総会に提案することとい
　たしました。何卒事情ご賢察のうえご承認賜わりますようお願い申し上げ
　ます。

(4) 会計監査人の状況

①　名　　　称　　　　　　　新日本有限責任監査法人

　　②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 25百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

25百万円

 (注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
  当社は､ 会社法第340条第１項各号に定める監査役会による会計監査人
の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められ
る場合には、監査役会の決定により、会計監査人の解任または不再任に関
する議題を株主総会に提案いたします。

(5) 業務の適正を確保するための体制

　当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制その他会社の業務の適正を確保するための体制構築についての基本

方針を、以下のとおり定めております。

①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制

　当社の経営理念は、「総親和、総努力により1.顧客主義 2.品質主義 3.

人間主義を基本として社業の発展を図り社会に貢献する。」であります。

  顧客主義とは、顧客を中心に置き、日々真面目に、誠意をもって「顧客

の生涯利益」を追求し、努力することであります。

  品質主義とは、顧客に最大の生涯利益をもたらすものは品質だと考えて

いるからであります。そのため、最大限に品質を重視し、顧客のニーズを

正しく把握し、ＰＤＣＡを廻しながら絶え間なき品質追求が必要と考えて

おります。

  人間主義とは、人間の尊厳に深い敬意を払うという姿勢であります。顧

客主義、品質主義の根底にあるものであり、株主の皆様や従業員を含めて、

広く社会で生活する人々からの信頼、支持を得られなければ企業は成り立

たない、との考えによるものであります。
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  当社は、以上の経営理念のもと、取締役、従業員を含めた行動規範とし

て、またグループ会社の取締役、従業員も含めた行動規範として、企業グ

ループ倫理行動憲章を定め、遵守を図ります。

  取締役会については取締役会規程が定められており、その適切な運営が

確保されており月1回これを開催することを原則とし、その他必要に応じ随

時開催して取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、

法令定款違反行為の未然防止を図ります。また、当社は監査役設置会社で

あり、取締役の職務執行については監査役会の定める監査の方針及び分担

に従い、各監査役の監査対象になっております。

  取締役が他の取締役の法令違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び

取締役会に報告し、その是正を図ることになっております。

  なお、本基本方針⑤及び⑥記載の各種制度は取締役の行為にも向けられ

ており、その整備・確立も取締役の法令違反行為の抑制・防止に寄与する

ものであります。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報については、文書規程に基づきその保存媒

体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、

必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持することとします。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、リスク

分野毎のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管

理体制を構築します。

  リスクの顕在化が重大な影響を及ぼす場合には、リスク管理規程に従い、

社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を

防止し、これを最小限に止める体制を整えます。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(ⅰ)　取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制の基

礎として、取締役会を月1回を原則に、必要に応じて適宜臨時に開催して

おります。また、会社の重要案件を迅速・十分に審議するため、常勤取

締役によって構成される経営会議を月2回開催し、機動的に業務執行がで

きる体制を整えております。

(ⅱ)　取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規

程、職務権限規程において、それぞれの責任者及びその職務、執行手続

きの詳細について定めております。

⑤　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制
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(ⅰ)　コンプライアンス体制の基礎として、企業グループ倫理行動憲章及び

コンプライアンス基本規程を定めます。

　社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システムの構

築・維持・向上を推進するとともに、コンプライアンスの統括部署とし

て、総務部がコンプライアンス体制の整備及び維持を図ることとし、遵

法の前提となる反社会的勢力との関係を遮断・排除するための体制につ

いては、特に整備し、維持を図り、必要に応じて各担当部署にて、規則・

ガイドラインの策定、研修の実施を行うものとします。

　(ⅱ)　内部監査部門として内部監査室を置き、内部監査規程により実効性の

ある内部監査を実施するものとします。

　(ⅲ)　取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関す

る重要な事実を発見した場合には直ちに監査役に報告するものとし、遅

滞なく経営会議において報告するものとします。

　(ⅳ)　法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報

体制として、内部監査室または当社労働組合を直接の情報受領者とする

内部通報システムを整備し、内部通報規程に基づきその運用を行うこと

とします。

　(ⅴ)　監査役は当社の法令遵守体制及び内部通報システムの運用に問題があ

ると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めること

ができるものとします。

⑥　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

(ⅰ)　グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業全て

に適用する行動指針として、企業グループ倫理行動憲章を定め、これを

基礎として、グループ各社で諸規程を定めるものとします。

　経営管理については、関係会社管理規程に従い、当社への決裁・報告

制度による子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリン

グを行うものとします。

　取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンス

に関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告するものとしま

す。

(ⅱ)　財務報告の信頼性を確保し、社会的な信用の維持・向上に資するため

に必要な内部統制の体制を整備、運用します。

(ⅲ)　子会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他、

コンプライアンス上問題があると認めた場合には、当社監査役に報告す

るものとします。

　監査役は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる

ものとします。
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⑦　監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役か

らの独立性に関する事項

(ⅰ)　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には､ 

監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助

者を任命することとします。

　監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人

事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会が

決定することとし、取締役からの独立性を確保するものとします。

(ⅱ)　監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないこととします。

⑧　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告

に関する体制及び監査役監査が実効的に行われることを確保するための

体制

(ⅰ)　取締役及び使用人は、監査役監査に資するため、取締役会をはじめと

して、経営会議、グループ経営会議他、重要な会議に出席を依頼してお

ります。

　また、取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重

要な事項、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役

に都度報告するものとしています。

(ⅱ)　前記にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用

人に対して報告を求めることができることとします。

(ⅲ)　監査役と代表取締役は適宜会合を持ち､ 監査役は代表取締役に対し､ 

助言・勧告を行うこととします。

(6) 会社の支配に関する基本方針

　現時点においては、当社の企業価値を毀損するような買収者が出現した場

合の対抗策について、開示を必要とするような方針決定をしておりませんが、

今後、防衛策等を定める場合には改めてご案内いたします。

（注）本事業報告の数値は単位未満を切り捨て、比率は四捨五入で表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成27年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 預 金

受取手形・完成工事未収入金等

販 売 用 不 動 産

未 成 工 事 支 出 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物

機 械・運 搬 具・工 具 器 具・備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

退職給付に係る資産

リ ー ス 債 権

そ の 他

貸 倒 引 当 金

9,054,364

1,743,761

6,260,920

287,841

170,403

223,180

375,680

△7,423

3,882,283

2,002,513

1,195,231

692,943

1,361,539

45,149

1,282

△1,293,632

12,754

12,754

1,867,015

1,475,646

14,344

83,158

143,734

203,637

△53,506

流 動 負 債 7,785,538

支払手形・工事未払金等 3,642,471

短 期 借 入 金 1,276,000

一年以内返済予定の長期借入金 252,926

未 払 法 人 税 等 486,906

未 成 工 事 受 入 金 1,020,894

賞 与 引 当 金 426,931

完成工事補償引当金 9,071

工 事 損 失 引 当 金 110,240

そ の 他 560,297

固 定 負 債 478,905

長 期 借 入 金 203,583

長 期 未 払 金 33,871

繰 延 税 金 負 債 83,645

土地再評価に係る繰延税金負債 92,476

そ の 他 65,329

負 債 合 計 8,264,444

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 4,180,171

資 本 金 583,300

資 本 剰 余 金 731,204

利 益 剰 余 金 2,866,481

自 己 株 式 △813

その他の包括利益累計額 466,135

その他有価証券評価差額金 589,943

土地再評価差額金 △250,071

退職給付に係る
調 整 累 計 額

126,263

少 数 株 主 持 分 25,896

純 資 産 合 計 4,672,204

資 産 合 計 12,936,648 負債及び純資産合計 12,936,648

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高

完 成 工 事 高 14,944,474

環 境 事 業 売 上 高 2,109,274

そ の 他 の 売 上 高 1,453,881 18,507,630

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 12,841,892

環 境 事 業 売 上 原 価 1,645,067

そ の 他 の 売 上 原 価 1,240,945 15,727,904

売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 2,102,582

環 境 事 業 売 上 総 利 益 464,207

そ の 他 の 売 上 総 利 益 212,936 2,779,725

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,326,499

営 業 利 益 1,453,226

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,939

受 取 配 当 金 26,929

受 取 賃 貸 料 8,283

そ の 他 11,629 48,781

営 業 外 費 用

支 払 利 息 28,112

そ の 他 6,897 35,010

経 常 利 益 1,466,998

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 4

投 資 有 価 証 券 売 却 益 705 709

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 503

固 定 資 産 除 却 損 94

減 損 損 失 48,840 49,439

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,418,269

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 577,826

法 人 税 等 調 整 額 △16,596

少数株主損益調整前当期純利益 857,039

少 数 株 主 利 益 6,006

当 期 純 利 益 851,032

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

当 期 首 残 高 583,300 731,204 2,115,400 △649 3,429,255

会 計 方 針 の 変
更 に よ る 累 積
的 影 響 額

△21,739 △21,739

会計方針の変更
を 反 映 し た
当 期 首 残 高

583,300 731,204 2,093,660 △649 3,407,515

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △78,470 △78,470

当 期 純 利 益 851,032 851,032

自己株式の取得 △164 △164

土地再評価差額金
取 崩 額

257 257

株主資本以外の項目
の当期中の変動額
( 純   額 )

当期変動額合計 － － 772,820 △164 772,655

当 期 末 残 高 583,300 731,204 2,866,481 △813 4,180,171

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計
そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金

土 地 再 評 価

差 額 金

退 職 給 付 に 係 る

調 整 累 計 額

その他の包括利益

累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 451,496 △259,320 50,385 242,562 21,731 3,693,548

会 計 方 針 の 変
更 に よ る 累 積
的 影 響 額

△21,739

会計方針の変更
を 反 映 し た
当 期 首 残 高

451,496 △259,320 50,385 242,562 21,731 3,671,809

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △78,470

当 期 純 利 益 851,032

自己株式の取得 △164

土地再評価差額金
取 崩 額

△257 △257 －

株主資本以外の項目
の当期中の変動額
( 純 額 )

138,446 9,506 75,877 223,831 4,165 227,996

当期変動額合計 138,446 9,249 75,877 223,573 4,165 1,000,394

当 期 末 残 高 589,943 △250,071 126,263 466,135 25,896 4,672,204

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（平成27年3月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 預 金

受 取 手 形

完 成 工 事 未 収 入 金

売 掛 金

リ ー ス 債 権

販 売 用 不 動 産

未 成 工 事 支 出 金

短 期 貸 付 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

仮 払 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 ・ 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

破 産 更 生 債 権 等

リ ー ス 債 権

そ の 他

貸 倒 引 当 金

5,794,226

847,957

227,457

3,248,426

706,586

6,784

180,892

41,006

60,082

10,472

127,148

78,186

215,677

44,657

△1,109

3,171,328

1,274,652

317,175

47,222

4,451

18,385

29,440

841,113

15,581

1,282

5,470

4,110

1,360

1,891,205

1,322,226

336,082

18,540

35,650

966

143,734

87,448

△53,441

（負　債　の　部）
流 動 負 債 5,232,236
支 払 手 形 1,046,613
工 事 未 払 金 1,159,051
短 期 借 入 金 950,000
一年以内返済予定の長期借入金 183,330
リ ー ス 債 務 3,792
未 払 金 117,957
未 払 法 人 税 等 326,556
未 払 費 用 39,623
未 成 工 事 受 入 金 935,727
預 り 金 26,658
賞 与 引 当 金 245,092
完成工事補償引当金 3,030
工 事 損 失 引 当 金 110,240
仮 受 金 82,252
そ の 他 2,309

固 定 負 債 370,342
長 期 借 入 金 123,630
リ ー ス 債 務 11,788
長 期 未 払 金 22,489
繰 延 税 金 負 債 67,413
土 地 再 評 価 に 係 る
繰 延 税 金 負 債

92,476

退 職 給 付 引 当 金 5,101
そ の 他 47,443

負 債 合 計 5,602,579

（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 3,065,093
資 本 金 583,300
資 本 剰 余 金 713,355
資 本 準 備 金 213,355
そ の 他 資 本 剰 余 金 500,000

利 益 剰 余 金 1,769,252
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,769,252
別 途 積 立 金 1,100,000
特 別 償 却 準 備 金 14,811
繰 越 利 益 剰 余 金 654,440

自 己 株 式 △813
評価・換算差額等 297,881
その他有価証券評価差額金 547,952
土地再評価差額金 △250,071

純 資 産 合 計 3,362,975

資 産 合 計 8,965,554 負債及び純資産合計 8,965,554

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高

完 成 工 事 高 8,968,790

環 境 事 業 売 上 高 2,122,549

そ の 他 の 売 上 高 364,153 11,455,493

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 8,015,081

環 境 事 業 売 上 原 価 1,646,105

そ の 他 の 売 上 原 価 296,822 9,958,008

売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 953,709

環 境 事 業 売 上 総 利 益 476,444

そ の 他 の 売 上 総 利 益 67,331 1,497,485

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 597,731

営 業 利 益 899,753

営 業 外 収 益

受 取 利 息 4,461

受 取 配 当 金 133,650

受 取 賃 貸 料 6,645

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 2,614

そ の 他 1,719 149,091

営 業 外 費 用

支 払 利 息 19,675

そ の 他 7,504 27,180

経 常 利 益 1,021,665

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 4 4

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 440

固 定 資 産 除 却 損 90

減 損 損 失 17,671 18,202

税 引 前 当 期 純 利 益 1,003,467

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 357,462

法 人 税 等 調 整 額 △5,449

当 期 純 利 益 651,454

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

（単位：千円)

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己
株式

株 主
資 本
合 計資本準備金

その他
資　本
剰余金

資 本 剰 余
金
合 計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金

特別償
却準備
金

繰 越 利
益
剰 余 金

当 期 首 残 高 583,300 213,355 500,000 713,355 － 600,000 － 617,749 1,217,749 △649 2,513,755

会計方針の変
更による累積
的 影 響 額

△21,739 △21,739 △21,739

会計方針の変
更を反映した
当 期 首 残 高

583,300 213,355 500,000 713,355 － 600,000 － 596,010 1,196,010 △649 2,492,016

当 期 変 動 額

別途積立金
の 積 立

500,000 △500,000 － －

特別償却準
備金の積立

14,811 △14,811 － －

剰余金の配当 △78,470 △78,470 △78,470

当期純利益 651,454 651,454 651,454

自己株式の取得 △164 △164

土地再評価差額金
取 崩 額

257 257 257

株主資本以外の
項目の当期中の変
動 額 ( 純 額 )

当期変動額合計 － － － － － 500,000 14,811 58,430 573,241 △164 573,077

当 期 末 残 高 583,300 213,355 500,000 713,355 － 1,100,000 14,811 654,440 1,769,252 △813 3,065,093

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計その他有価証券評価
差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 424,639 △259,320 165,318 2,679,074

会計方針の変
更による累積
的 影 響 額

△21,739

会計方針の変
更を反映した
当 期 首 残 高

424,639 △259,320 165,318 2,657,335

当 期 変 動 額

別途積立金
の 積 立

－ －

特別償却準
備金の積立

－ －

剰余金の配当 － △78,470

当期純利益 － 651,454

自己株式の取得 － △164

土地再評価差額金
取 崩 額

△257 △257 －

株主資本以外の
項目の当期中の変
動 額 ( 純 額 )

123,313 9,506 132,820 132,820

当期変動額合計 123,313 9,249 132,562 705,639

当 期 末 残 高 547,952 △250,071 297,881 3,362,975

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成27年５月20日

常 磐 開 発 株 式 会 社

取　締　役　会　御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 小 野 信 行 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 佐 藤 森 夫 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、常磐開発株式会社の平成26年４月１
日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は､内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、常磐開発株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成27年５月20日

常 磐 開 発 株 式 会 社
取　締　役　会　御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 小 野 信 行 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 佐 藤 森 夫 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、常磐開発株式会社の平成26年
４月１日から平成27年３月31日までの第71期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行
った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

平成27年５月22日

常 磐 開 発 株 式 会 社

代表取締役社長 佐 川 藤 介 殿

常磐開発株式会社　監査役会

監査役(常勤) 小 室 真 一 
監 査 役 鈴 木 和 好 
監 査 役 遠 藤 和 吉 
監 査 役 豊 田 和 夫 

　当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第71期事

業年度の取締役の職務の執行に関して各監査役から監査の方法及び結果の

報告を受け、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた

します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実
施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役その他の使用人等に対し情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、取締役会その他重要な会議に出席し、その職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保す
るために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備
されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明
を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及
び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事
業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報
告及びその附属明細書について検討いたしました。
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　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し
ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度
に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討
いたしました。

２．監査の結果
　(1) 事業報告等の監査結果
　　一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状
        況を正しく示しているものと認めます。
　　二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に
        違反する重大な事実は認められません。
　　三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内
容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
      会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。
　(3) 連結計算書類の監査結果
      会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

(注) 監査役鈴木和好、豊田和夫は社外監査役であります。

以　上

以　上
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議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

１．議決権の代理行使の勧誘者

常 磐 開 発 株 式 会 社
代表取締役社長 佐 川 藤 介

２．議案及び参考事項
第１号議案　剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　１．期末配当に関する事項

　　　　当社は株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策のひとつと考え、

　　　経営資源の効率的運用と、経営基盤強化のために必要な内部留保を確

　　　保しつつ、安定した利益配当を維持し、業績に応じた利益還元を行う

　　　ことを基本方針としております。

　　　　また、当社は平成27年10月１日に創立55周年を迎えます。つきまし

　　　ては、これまでの株主の皆様のご支援にお応えするため、創立55周年

　　　記念配当５円50銭と特別配当２円を加え、以下のとおりといたしたい

　　　と存じます。

　　(1) 配当財産の種類

　　  　金銭といたします。

　　(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　  　当社普通株式１株につき金15円（うち、普通配当７円50銭・記念配

　　　当５円50銭・特別配当２円）といたしたいと存じます。

　　  　なお、この場合の配当総額は117,698,265円となります。

 　 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　　　　平成27年６月25日といたしたいと存じます。

　２．その他の剰余金の処分に関する事項

　　　　その他の剰余金の処分につきましては、今後の事業展開等を勘案し

　　　て財務体質の強化を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。

　　(1) 減少する剰余金の項目とその金額

　　　　繰越利益剰余金　　　500,000,000円

　　(2) 増加する剰余金の項目とその金額

　　　　別途積立金　　　　　500,000,000円
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第２号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

　　取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の

　更なる充実を図ることを目的に、監査役会設置会社から監査等委員会設

　置会社に移行するため、所要の変更を行い、また、業務執行を行わない

　取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、責任限定契約の締結

　を可能とするため、規定の新設を行うものであります。

　　なお、責任限定契約に係る定款変更につきましては、各監査役の同意

　を得ております。

２．変更の内容

　　変更の内容は次のとおりであります。なお、本定款変更は、本総会終

　結の時をもって効力が発生するものとします。
（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款 変 更 案

第１章　総　　則 第１章　総　　則

第１条～第３条　【条文省略】 第１条～第３条　【現行どおり】

【新　設】 （機　関）

第４条　当会社は、株主総会および取締役の

ほか、次の機関を置く。

(1）取締役会

(2）監査等委員会

(3）会計監査人

第４条　【条文省略】 第５条　【現行どおり】

第２章　株　　式 第２章　株　　式

第５条～第10条　【条文省略】 第６条～第11条　【現行どおり】

（基準日） （基準日）

第11条　【条文省略】 第12条　【現行どおり】

２．前項および本定款第45条、第46条に

定めるほか必要があるときは、取締

役会の決議によってあらかじめ公告

して臨時に基準日を定めることがで

きる。

２．前項および本定款第37条、第38条に

定めるほか必要があるときは、取締

役会の決議によってあらかじめ公告

して臨時に基準日を定めることがで

きる。

第３章　株主総会 第３章　株主総会

第12条～第17条　【条文省略】 第13条～第18条　【現行どおり】

第４章　取締役および取締役会 第４章　取締役および取締役会ならびに監査

等委員会

（員　数） （員　数）

第18条　当会社の取締役は、15名以内とす

る。

第19条　当会社の監査等委員である取締役以

外の取締役は、15名以内とする。

【新　設】 ２．当会社の監査等委員である取締役

は、５名以内とする。
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現 行 定 款 変 更 案

（選任方法） （選任方法）

第19条　取締役は、株主総会の決議によって

選任する。

第20条　取締役は、監査等委員である取締役

とそれ以外の取締役とを区別して、

株主総会の決議によって選任する。

【新　設】 ２．法令に定める監査等委員である取締

役の員数を欠くことになる場合に備

え、株主総会によって補欠の監査等

委員である取締役（以下、「補欠監

査等委員」という。）を選任するこ

とができる。

２．取締役の選任決議は、議決権を行使

することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う。

３．取締役（補欠監査等委員を含む。）

の選任決議は、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の３分の１

以上を有する株主が出席し、その議

決権の過半数をもって行う。

３．取締役の選任決議は、累積投票によ

らないものとする。

４．取締役（補欠監査等委員を含む。）

の選任決議は、累積投票によらない

ものとする。

（任　期） （任　期）

第20条　取締役の任期は、選任後１年以内に

終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。

第21条　取締役（監査等委員である取締役を

除く。）の任期は、選任後１年以内

に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時

までとする。

【新　設】 ２．監査等委員である取締役の任期は、

選任後２年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までとする。

【新　設】

【新　設】

【新　設】

（取締役会の設置）

第21条　当会社は、取締役会を置く。

３．任期の満了前に退任した監査等委員

である取締役の補欠として選任され

た監査等委員である取締役の任期

は、退任した監査等委員である取締

役の任期の満了する時までとする。

４．会社法第329条第３項に基づき選任

された補欠監査等委員の選任決議が

効力を有する期間は、選任後２年以

内に終了する事業年度のうち最終の

ものに係る定時株主総会開始の時ま

でとする。

５．補欠監査等委員が取締役に就任した

場合の任期は、退任した監査等委員

である取締役の任期の満了する時ま

でとする。

【削　除】
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現 行 定 款 変 更 案

（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）

第22条　取締役会は、その決議によって代表

取締役を選定する。

第22条　取締役会は、その決議によって監査

等委員以外の取締役から代表取締役

を選定する。

２．取締役会の決議によって取締役会

長、取締役社長各１名、取締役副社

長、専務取締役および常務取締役各

若干名を選定することができる。

２．取締役会の決議によって監査等委員

以外の取締役から取締役会長、取締

役社長各１名、取締役副社長、専務

取締役および常務取締役各若干名を

選定することができる。

第23条　【条文省略】 第23条　【現行どおり】

（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長）

第24条　【条文省略】 第24条　【現行どおり】

２．【条文省略】 ２．【現行どおり】

【新　設】 ３．前２項の規定にかかわらず、監査等

委員会が選定する監査等委員は、取

締役会を招集することができる。

（取締役会の招集通知） （取締役会の招集通知）

第25条　取締役会の招集通知は、会日の３日

前までに各取締役および各監査役に

対して発する。ただし、緊急の必要

があるときは、この期間を短縮する

ことができる。

第25条　取締役会の招集通知は、会日の３日

前までに各取締役に対して発する。

ただし、緊急の必要があるときは、

この期間を短縮することができる。

２．取締役および監査役の全員の同意が

あるときは、招集の手続を経ないで

取締役会を開催することができる。

【新　設】

（取締役会の決議方法等）

第26条　【条文省略】

２．当会社は、取締役会の決議事項につ

いて、取締役（当該決議事項につい

て議決に加わることができるものに

限る。）の全員が書面または電磁的

記録により同意の意思表示をしたと

きは、当該決議事項を可決する旨の

取締役会の決議があったものとみな

す。ただし、監査役が当該決議事項

について異議を述べたときはこの限

りでない。

２．取締役の全員の同意があるときは、

招集の手続を経ないで取締役会を開

催することができる。

（監査等委員会の招集通知）

第26条　監査等委員会の招集通知は、会日の

３日前までに各監査等委員に対して

発する。ただし、緊急の必要がある

ときは、この期間を短縮することが

できる。

２．監査等委員全員の同意があるとき

は、招集の手続を経ないで監査等委

員会を開催することができる。

（取締役会の決議方法等）

第27条　【現行どおり】

２．当会社は、取締役会の決議事項につ

いて、取締役（当該決議事項につい

て議決に加わることができるものに

限る。）の全員が書面または電磁的

記録により同意の意思表示をしたと

きは、当該決議事項を可決する旨の

取締役会の決議があったものとみな

す。
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現 行 定 款 変 更 案

【新　設】 （取締役への業務執行の決定の委任）

第28条　当会社は、会社法第399条の13第６項

の規定により、取締役会の決議によ

って重要な業務執行（同条第５項各

号に掲げる事項を除く。）の決定の

全部または一部を取締役に委任する

ことができる。

（取締役会規程） （取締役会規程）

第27条　【条文省略】 第29条　【現行どおり】

【新　設】 （監査等委員会規程）

（報酬等）

第28条　取締役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当会社から受ける財

産上の利益（以下、「報酬等」とい

う。）は、株主総会の決議によって

定める。

【新　設】

第５章　監査役および監査役会

（監査役および監査役会の設置）

第29条　当会社は、監査役および監査役会を

置く。

（員　数）

第30条　当会社の監査役は、４名以内とす

る。

（選任方法）

第31条　監査役は、株主総会の決議によって

選任する。

２．監査役の選任決議は、議決権を行使

することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う。

第30条　監査等委員会に関する事項は、法令

または本定款のほか、監査等委員会

において定める監査等委員会規程に

よる。

（報酬等）

第31条　取締役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当会社から受ける財

産上の利益（以下、「報酬等」とい

う。）は、監査等委員である取締役

とそれ以外の取締役とを区別して、

株主総会の決議によって定める。

（取締役の責任限定契約）

第32条　当会社は、会社法第427条第１項の規

定により、取締役（業務執行取締役

等であるものを除く。）との間に、

任務を怠ったことによる損害賠償責

任を限定する契約を締結することが

できる。ただし、当該契約に基づく

責任の限度額は、法令が定める最低

責任限度額とする。

【削　除】

【削　除】

【削　除】

【削　除】
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現 行 定 款 変 更 案

（任　期）

第32条　監査役の任期は、選任後４年以内に

終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。

【削　除】

（常勤の監査役）

第33条　監査役会は、監査役の中から常勤の

監査役を選定する。

（監査役会の招集通知）

第34条　監査役会の招集通知は、会日の３日

前までに各監査役に対して発する。

ただし、緊急の必要があるときは、

この期間を短縮することができる。

２．監査役全員の同意があるときは、招

集の手続を経ないで監査役会を開催

することができる。

（監査役会の決議方法）

第35条　監査役会の決議は、法令に別段の定

めがある場合を除き、監査役の過半

数をもって行う。

（監査役会規程）

第36条　監査役会に関する事項は、法令また

は本定款のほか、監査役会において

定める監査役会規程による。

（報酬等）

第37条　監査役の報酬等は、株主総会の決議

によって定める。

（社外監査役との責任限定契約）

第38条　当会社は、会社法第427条第１項の規

定により、社外監査役との間に、同

法第423条第１項の賠償責任を限定

する契約を締結することができる。

ただし、当該契約に基づく賠償責任

の限度額は、法令が規定する額とす

る。

第６章　会計監査人

（会計監査人の設置）

第39条　当会社は、会計監査人を置く。

第40条～第41条　【条文省略】

【削　除】

【削　除】

【削　除】

【削　除】

【削　除】

【削　除】

第５章　会計監査人

【削　除】

第33条～第34条　【現行どおり】

（報酬等）

第42条　会計監査人の報酬等は、代表取締役

が監査役会の同意を得て定める。

第７章　計　　算

第43条～第46条　【条文省略】

（報酬等）

第35条　会計監査人の報酬等は、代表取締役が

監査等委員会の同意を得て定める。

第６章　計　　算

第36条～第39条　【現行どおり】
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第３号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件

当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって、監

査等委員会設置会社に移行するとともに、取締役全員（７名）は、本定時株

主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の再任と

経営体制強化のため、新たに２名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力の発生を条件と

して、効力を生じるものといたします。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生  年  月  日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

さ

佐
がわ

川
とう

藤
すけ

介

(昭和22年10月26日生)

昭和45年４月

　当社入社

平成４年４月

  当社建設本部建築部長

平成８年６月

  当社取締役営業本部副本部長

平成９年６月

  当社取締役営業本部長

平成12年４月

　当社取締役営業本部長(兼)営業企画部長

平成14年６月

　当社取締役建設本部長(兼)安全室長

平成15年４月

　当社常務取締役建設本部長(兼)安全室長

平成16年４月

　当社常務取締役建設本部長

平成18年４月

　当社専務取締役

平成19年６月

　当社代表取締役社長（現任）

40,000株

うす

薄
い

井
いわ

岩
お

夫

(昭和30年2月4日生)

昭和48年４月

　当社入社

平成11年４月

　当社建設本部建築部工事長

平成14年４月

　当社建設本部建築部長

平成20年４月

　当社建築本部長

平成20年６月

　当社取締役建築本部長

平成26年６月

　当社常務取締役建築本部長（現任）

14,000株
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氏 名
(生  年  月  日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

たか

高
ぎ

木
じゅん

純
いち

一

(昭和32年1月25日生)

昭和56年４月

　当社入社

平成９年６月

　当社営業本部営業部相双営業所長

平成17年４月

　当社営業本部営業企画部長

平成20年４月

　当社営業本部長

平成20年６月

　当社取締役営業本部長

平成26年６月

　当社常務取締役営業本部長（現任）

18,000株

おお

大
かた

方
しゅん

俊
ご

吾

(昭和33年１月４日生)

昭和55年４月

  ㈱福島環境整備センター（現常磐開発㈱）入社

平成10年４月

  当社環境対策部次長

平成13年４月

  当社環境本部施設部長

平成16年４月

  当社環境本部対策部長

平成21年４月

  当社環境本部副本部長

平成22年４月

  当社環境本部長

平成22年６月

　当社取締役環境本部長（現任）

9,000株

き

木
だ

田
まさ

政
とも

伴

(昭和29年３月14日生)

昭和61年６月

　当社入社

平成15年４月

　当社営業本部営業二部長

平成20年４月

　当社営業本部営業部長

平成22年４月

　当社土木緑地本部営業部長

平成25年４月

　当社土木緑地本部長(兼)営業部長

平成25年６月

　当社取締役土木緑地本部長(兼)営業部長（現任）

3,000株
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氏 名
(生  年  月  日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

こ

小
いそ

磯
 

　
とおる

徹

(昭和34年６月10日生)

昭和62年４月

　㈱福島環境整備センター（現常磐開発㈱）入社

平成12年４月

　当社経営企画室長

平成15年４月

　当社環境本部事務管理室長

平成17年４月

　当社建設本部事務管理室長

平成19年４月

　当社管理本部総務部長

平成24年４月

　当社管理本部経理部長

平成25年４月

　当社管理副本部長(兼)経理部長

平成25年６月

　当社取締役管理副本部長(兼)経理部長

平成26年４月

　当社取締役管理副本部長(兼)経営管理室長

平成26年６月

　当社取締役管理本部長(兼)経営管理室長

平成27年４月

　当社取締役管理本部長（現任）

6,000株

いし

石
かわ

川
とし

利
ゆき

幸

(昭和31年４月18日生)

【新任】

昭和50年４月

　当社入社

平成18年４月

　当社建設本部建築部工事長

平成22年４月

　当社管理本部調達部次長

平成24年４月

　当社建築本部建築部長

平成26年４月

　当社建築本部副本部長(兼)建築部長（現任）

1,000株

すず

鈴
き

木
ゆう

雄
じ

二

(昭和32年11月17日生)

【新任】

昭和56年４月

　当社入社

平成16年４月

　当社建設本部土木部工事長

平成20年４月

　当社土木緑地本部土木部長

平成26年４月

　当社土木緑地本部副本部長(兼)土木部長（現任）

3,000株

（注）各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって、監

査等委員会設置会社に移行いたします。

つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであ

ります。

なお、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力の発生を条件と

して、効力を生じるものといたします。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生  年  月  日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

こ

小
むろ

室
しん

真
いち

一

(昭和26年６月29日生)

【新任】

昭和45年３月

　当社入社

平成15年４月

　当社管理本部経理部次長

平成19年４月

　当社管理本部経理部長

平成23年６月

　当社常勤監査役（現任）

7,000株

すず

鈴
き

木
かず

和
よし

好

(昭和31年９月12日生)

【新任】

昭和56年４月

　常磐興産㈱入社

平成８年３月

　同社ハワイアンズ支配人

平成10年10月

　同社ハワイアンズ管理部長

平成14年７月

　同社内部監査室長

平成15年６月

　常磐ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ工業㈱他、常磐興産ｸﾞﾙｰﾌﾟ数社監査役

平成18年９月

　㈱常磐製作所取締役業務部長

平成20年６月

　常磐興産㈱監査役室付

　当社監査役（現任）

平成21年６月

　常磐興産㈱常勤監査役（現任）

0株
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氏 名
(生  年  月  日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

さ

佐　
く

久　
ま

間
 

　
ひろ

博
 

　
み

巳

(昭和30年12月６日生)

【新任】

昭和55年７月

　常磐興産㈱入社

平成９年２月

　同社観光事業本部営業本部長(兼)営業部長

平成13年６月

　同社取締役観光事業本部長

平成18年４月

　同社取締役ﾚｼﾞｬｰﾘｿﾞｰﾄ事業部長(兼)営業部長(兼)ゴ

  ルフ事業室長(兼)ｼｽﾃﾑｻﾎﾟｰﾄ室長

平成23年４月

　同社取締役執行役員ＳＲＨ営業本部長

平成26年４月

　同社取締役執行役員ﾚｼﾞｬｰﾘｿﾞｰﾄ事業本部長(兼)営業

  部長（現任）

0株

（注）１．小室真一と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２．当社と常磐興産㈱との間には、建設工事に係る受発注等の取引関係があります。

　　　３．鈴木和好氏と佐久間博巳氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基

　　づく独立役員の候補者であります。

　　　４．社外取締役候補者とした理由

　　　　　鈴木和好氏につきましては、内部監査部門や監査役としての経験を、引き続き、当社

　　取締役会における監督業務に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願い

　　するものであります。なお、社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって７年に

　　なります。

　　　　　佐久間博巳氏につきましては、会社経営における豊富な経験・実績と幅広い見識を当

　社取締役会における監督業務に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願い

　するものであります。
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第５号議案　補欠監査等委員である取締役１名選任の件

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって、監

査等委員会設置会社に移行いたします。

  つきましては、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことに

なる場合に備え、予め補欠監査等委員である取締役１名の選任をお願いする

ものであります。

　なお、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力の発生を条件と

して、効力を生じるものといたします。

　また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生 年  月  日）

略 歴
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

みなと

湊
 

　
かず

一
ゆき

将

(昭和54年４月５日生)

平成16年10月

司法試験合格

平成18年10月

弁護士登録

市井法律事務所入所

平成20年２月

湊法律事務所開設（現在に至る）

0株

　（注）１．候補者と当社とは、顧問弁護士契約を締結しております。

　　　　２．湊 一将氏は、補欠の社外取締役候補者であります。

　　　　３．補欠の社外取締役候補者とした理由

　　湊 一将氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士として培われた法律知識を、取締

役に就任した場合に当社の取締役会における監督業務に活かしていただくため、補

欠の社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は直接会社の

経営に関与したことはありませんが、上記の理由から、当社の社外取締役としての

職務を適切に遂行していただけるものと判断します。
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第６号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

当社の取締役の報酬額は、平成21年６月26日開催の第65回定時株主総会に

おいて、固定報酬枠として年額７千８百万円以内（ただし、使用人分給与は

含まない。）とご決議いただき今日に至っておりますが、第２号議案「定款

一部変更の件」の承認可決を条件とした監査等委員会設置会社への移行に伴

い、会社法の規定に基づき取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報

酬等と監査等委員である取締役の報酬等とを別々にご決議いただくことが必

要となるため、現在の取締役の固定報酬枠を改めて設定させていただきたい

と存じます。

つきましては、会社法第361条第１項および第２項に従い、今般の取締役の

増員に加え、今後の様々な経営環境の変化に迅速に対応するために、組織改

編等による取締役の増員や期中での代表取締役の複数化、役付取締役の増員

等に備え、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の固定報酬枠を年額

１億円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と設定させていただきた

いと存じます。

なお、現在の取締役は７名ですが、第２号議案および第３号議案が原案ど

おり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は８

名となります。

また、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力の発生を条件と

して、効力を生じるものといたします。
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第７号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬額設

　　　　　　定の件

当社の取締役の業績連動報酬額は、平成25年６月27日開催の第69回定時株

主総会において、報酬枠として年額３千万円を限度としてご決議いただき今

日に至っておりますが、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件

とした監査等委員会設置会社への移行に伴い、会社法の規定に基づき取締役

（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等と監査等委員である取締役の

報酬等とを別々にご決議いただくことが必要となるため、現在の取締役の業

績連動報酬枠を改めて設定させていただきたいと存じます。

つきましては、会社法第361条第１項および第２項の定めに従い、また、第

６号議案と同様に取締役の増員等に備え、従来どおり当該会計年度において、

①株主への配当実施、②社員への業績連動賞与支給を条件（ただし、特別損

失の発生および連結数値を考慮して支給しない場合有り。）としたうえで、

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業績連動報酬枠を年額５千万

円を限度とし、算定基準を下記のとおりとさせていただきたいと存じます。

なお、現在の取締役は７名ですが、第２号議案および第３号議案が原案ど

おり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は８

名となります。

また、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力の発生を条件と

して、効力を生じるものといたします。

記

経常利益額 6億円以上 3～6億円未満 2～3億円未満 1.5～2億円未満 1～1.5億円未満

計算式 報酬月額×4 報酬月額×3 報酬月額×2 報酬月額×1 報酬月額×0.5

　（注）１．報酬月額は、報酬枠の範囲内において、在籍年数等に応じた役位ごとの報酬額を取

　　　　　　締役会にて決定しております。

　　　　２．経常利益額は、社員の業績連動賞与支払後の金額とし、計算式の支給倍率は従業員

　　　　　　の支給倍率を超えないものとします。
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第８号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件とした監査等委員会設

置会社への移行に伴い、会社法の規定に基づき取締役（監査等委員である取

締役を除く。）の報酬等と監査等委員である取締役の報酬等とを別々にご決

議いただくことが必要となります。

つきましては、会社法第361条第１項および第２項の定めに従い、監査等委

員である取締役の報酬額を従来の監査役の報酬額（平成８年６月27日開催の

第52回定時株主総会において決議）年額２千万円以内から、経済情勢等諸般

の事情を考慮して、また、監査等委員である取締役の増員や現在１名である

常勤者の複数化等に備え、年額３千万円以内とさせていただきたいと存じま

す。

なお、現在の監査役は４名ですが、第２号議案および第４号議案が原案ど

おり承認可決されますと、監査等委員である取締役は３名となります。

また、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力の発生を条件と

して、効力を生じるものといたします。

以　上
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株主総会会場ご案内図

＜開催日時＞　平成27年６月24日（水）午前10時

＜会　　場＞　福島県いわき市常磐藤原町蕨平50番地
ホテルハワイアンズ　コンベンションホール「ラピータ」

電話　0246（43）3191（代表）
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●高速道路をご利用の場合 常磐自動車道：いわき湯本インターチェンジより約３分

●電車をご利用の場合 ＪＲ常磐線：湯本駅下車、バス15分


